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第１ 共産党の入党手続 

１ 共産党の党員たる地位から生じる権利義務関係を論じる前提として、被

告日本共産党の入党手続は、次のとおりである。 

２ 入党希望者は、全国統一の入党申込書（甲１８）に必要事項を記入し、党

員２名の推薦を受け、かつ、入党費３００円をそえて、これを被告に対して

提出する（規約（甲３）６条第１文）。 

３ 規約によれば、「入党は、支部で個別に審査したうえで決定し、地区委員

会の承認を受ける」ほか（同第３文）、「地区委員会以上の指導機関も、直接

入党を決定することができる」（同第４文）。入党申込書（甲１８）の左下に

ある「入党承認申請書」は、支部で個別に審査した後、地区委員会の承認を

申請するためのものである。入党が承認されると、党員に対して、入党申込

書（甲１８）の右下にある「入党承認証」が交付される。 

４ 規約（甲３）は、党員の資格を「１８歳以上の日本国民で、党の綱領と規

約を認める人」と定めているほか（同４条第１文）、入党申込書（甲１８）

には「日本共産党の綱領と規約を認めて入党を申し込みます」と記載されて

いることから、入党が承認されれば、党員と被告との間では、綱領及び規約

（甲３）に記載されている契約上の権利義務関係が生じる。 

 

第２ 共産党の党員たる地位から生じる規約上の権利義務関係 

共産党の党員たる地位から生じる規約上の権利義務関係は、次のとおりで

ある。 

１ 党費支払い義務 

⑴ 党員は、被告に対して、規約の党費を納める義務を負い（規約４条第２

文）、離党事由のひとつでもある（同１０条第４文）。その金額は、原則と

して、党費として「実収入の１パーセント」（同４６条第１文）であり、

「月別、または一定期間分の前納で納入」（同第２文）しなければならな
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い。具体的な納付方法は、支部によって異なるが、「党費納入袋」（甲１９）

に対して党費のほか、基金や募金等を入れることで、被告の支部に納付す

る方法がとられている（同４０条３号第２文）。 

⑵ 党費の具体的な計算方法は、規約には定められていないものの、「党費

納入袋」（甲１９）の裏面には「党費＝｛総収入－（所得税＋住民税）｝×

１％」と定められているほか、「一時金、退職金など臨時収入も対象」で

あり、「年金者も給与所得者と同様です」と定められており、党費支払い

義務の内容は、極めて具体的かつ明確である。 

⑶ 当然のことながら、被告は、党費の支払いを怠っている党員に対して、

党費支払い義務の履行を求める訴訟を提起することができる。裁判所が、

党費支払い請求訴訟につき、部分社会の法理を適用することで却下する

ことはあり得ない。 

２ 党内の選挙権及び被選挙権 

規約５条各号は、「党員の権利と義務」を定めている。これらは、いずれ

も「党員の権利と義務」であるが、とりわけ重要となるのは、「党内で選挙

し、選挙される権利」である（規約５条３号）。 

規約によれば、被告は、「基本的には、支部―地区―都道府県―中央とい

う形で組織され」（同１２条）、「党のすべての指導機関は、党大会、それぞ

れの党会議および支部総会で選挙によって選出される」（同１３条第１文）。

具体的な選挙方法は、次のとおりである。 

⑴ 中央組織 

ア 「党の最高機関」は、党大会である（同１９条第１文）。党大会は、

２年または３年のあいだに１回開かれるところ（同第２文）、「代議員の

過半数」の出席により成立し（同１４条第１文）、議案を承認する権限

を有するのは代議員であり、「代議員に選ばれていない中央委員、准中

央委員は評議権をもつが、決議権をもたない」（同１９条第７文）。党大
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会の代議員を選出するのは、都道府県党会議である（同３０条４号）。 

イ 党大会から次の党大会までの指導機関は、中央委員会である（同２１

条第１文）。中央委員会は、党大会で選任され、准中央委員をおくこと

がでる（同２０条４号）。中央委員会総会は、１年に２回以上ひらかれ

（同２２条第１文）、「中央委員会幹部委員と幹部会委員長、幹部会委員

長、幹部会副委員長若干名、書記局長を選出」し、「中央委員会議長を

選出することができる」（同２３条）。 

ウ 中央委員会は、中央委員会総会から次の中央委員会総会までの間、中

央委員会の職務を行う中央委員会幹部会（同２４条第１文）の委員、委

員長、副委員長、書記長を選出し（同２３条第１文）、議長を選任する

ことができる（同第２文）。また、幹部会は、幹部会の職務を日常的に

遂行する常任幹部会を選出する（同２４条第１文及び第２文）。幹部会

は、「書記局長を責任者とする書記局を設け、書記局員を任命」し、書

記局は、「幹部会および常任幹部会の指導のもとに、中央の日常活動の

処理にあたる」（同第３文及び第４文）。 

エ 本件除名処分がなされた当時の幹部の構成は、２０２０（令和２）年

１月１８日に開催された第２８回党大会で選任された者であり、幹部

会委員長は志位和夫氏、書記長は小池晃氏、副委員長は山下芳生を筆頭

に６名、常任幹部会は２６名、幹部会は６４名、書記局は１９名、中央

委員は１９３名、准中央委員は２８名がそれぞれ選任されている（甲２

６）。 

⑵ 都道府県組織 

ア 「都道府県組織の最高機関」は、都道府県党会議である（同２９条第

１文）。都道府県党会議は、１年に１回開かれるところ（同第２文）、都

道府県党会議は、「代議員の過半数」の出席により成立し（同１４条第

１文）、議案を承認する権限を有するのは、その代議員である。都道府
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県党会議の代議員を選出するのは、地区党会議である（同３５条４号）。 

イ 都道府県党会議から次の都道府県党会議までの指導機関は、都道府

県委員会である（同３１条柱書第１文）。都道府県委員会は、都道府県

党会議により選出される（同３０条３号第１文）。都道府県委員会は、

「委員長と常任委員を選出」し、「必要な場合は、副委員長および書記

長をおくことができる」（同３２条第１文）。 

ウ 都道府県の常任委員会は、都道府県委員会総会から次の総会までの

間、都道府県委員会の職務を行うものである（同第３文）。 

⑶ 地区組織 

ア 「地区組織の最高機関」は、地区党会議である（同３４条第１文）。

地区党会議は、１年に１回開かれるところ、「代議員の過半数」の出席

により成立し（同１４条第１文）、議案を承認する権限を有するのは、

その代議員である。地区党会議の代議員を選出するのは、支部の総会ま

たは支部の党会議である（同３９条３号）。 

イ 地区党会議から次の地区党会議までの指導機関は、地区委員会であ

る（同３６条第１文）。地区委員会は、地区党会議により選出される（同

３５条３号第１文）。地区委員会は、「委員長と常任委員会を選出」し（同

３７条第１文）、「必要な場合は、副委員長をおくことができる」（同第

２文）。 

ウ 地区の常任委員会は、地区委員会総会から次の総会までの間、地区委

員会の職務を行う（同３７条第３文）。 

⑷ 支部 

ア 「支部の最高機関」は、支部の総会または支部の党会議である（同３

９条柱書第１文）。支部の総会または支部の党会議は、６カ月に１回開

かれ（同第２文）、支部長委員会または支部長を選出する（同２号）。 

イ 支部の党会議の場合、「代議員の過半数」の出席により成立し（同１
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４条第１文）、議案を承認する権限を有するのは、その代議員である。

支部の代議員は、原則として、支部の総会で選任される。 

ウ 支部の総会の場合、「党員総数の過半数」の出席により成立し（同括

弧書）、議案を承認するのは党員である。 

⑸ 党員の選挙権及び被選挙権の具体的な内容 

以上を踏まえると、被告日本共産党の党員の選挙権ないし被選挙権は、

次のとおりである。 

ア まず、当然のことながら、各組織の指導機関である中央委員会・都道

府県委員会・地区委員会、党大会・都道府県組織の党会議・地区組織・

支部の代議員、さらには、中央委員会幹部委員、幹部会委員長、幹部会

委員長、幹部会副委員長、書記局長、中央委員会議長、都道府県委員会

委員長、同副委員長、同書記長、同常任委員会、地区委員会委員長、同

副委員長、同常任委員会等の機関は、いずれも党員でなければ立候補す

ることはできない。そのため、党員たる地位には、これらの機関に立候

補するという意味での被選挙権が含まれている。 

イ 他方、党員の選挙権についていえば、党員は、直接的には、支部の総

会で議案を承認する権利を有する。また、支部の代議員を選出するのは、

支部の総会なのであるから、党員は、支部の代議員の選挙権を有してい

る。さらに、地区党会議の代議員を総会で選出する場合には、その選挙

権を有しているといえる。 

ウ また、間接的にではあるが、支部の代議員で選出する場合の地区党会

議の代議員、地区党会議により選出される地区委員会と都道府県党会

議の代議員、都道府県党会議により選出される都道府県委員会と党大

会の代議員、党大会の代議員により選出される中央委員会についても、

その選挙権を有しているといえる。 
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⑹ 党規約は党員に権利があることを前提としている 

上記⑸の党員の選挙権及び被選挙権を含む党員の権利について、被告

日本共産党は、規律違反の処分として、警告、機関からの除名、罷免と並

んで「権利（部分または全面）停止」を定めている（党規約４９条第２文）。

このこと自体、被告自身が党員に「権利」があることを自白するものであ

り、党員たる地位は、純然たる内部的な地位であるということはできない。 

３ 施設利用権 

⑴ 被告日本共産党には、党本部のほか、各都道府県委員会、各地区委員会

の施設が存在する。党員は、自らが所属する各地区委員会、各都道府県委

員会のほか、党本部の施設に立ち入りができるほか、これらを利用する権

利を有する。 

⑵ 原告は、所属する地区委員会である京都南地区委員会（甲２０の１）の

施設利用権、所属する都道府県委員会である京都府委員会（甲２０の２）

の施設利用権、党本部（甲２０の３）の施設利用権をそれぞれ有する。 

４ 政党内部の意思形成に参加することで国政に参加する権利 

⑴ 後述第３．１のとおり、政治資金規正法上も、政党助成法上も、公職選

挙法上も、「政党」は、「政治団体」とは全く別の取り扱いをされている。

単なる「政治団体」ではなく、「政党」、とりわけ「候補者届出政党」や衆

議院名簿届出政党」、「参議院名簿届出政党」に該当する場合、独自の選挙

運動を行うことができる。また、被告は自主的に受け取っていないものの、

通常であれば、政党助成金を受け取ることで、公金により政治活動をする

こともできる。 

⑵ また、訴状において主張したとおり、八幡製鉄最大判は、政党に憲法上

の「特別の地位」はないものの、「政党は議会制民主主義を支える不可欠

の要素」であり、「国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」こ

とを認めている（訴状１２頁）。 
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⑶ 小選挙区比例代表並立制を導入したことの憲法適合性を審査した最大

判平成１１年１１月１０日民集５３巻８号１７０４頁は、衆議院小選挙

区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動

を認める公職選挙法の規定について、「候補者届出政党に所属する候補者

とこれに所属しない候補者との間に、選挙運動の上で実質的な差異を生

ずる結果となっていることは否定することができない」としながらも、

「選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮

し得る政策的目的ないし理由によるものである」こと等を理由に、憲法１

４条１項に違反しないと判断している。 

⑷ このような「政党本位」の選挙制度が採用されている我が国において、

国民ひとりひとりが、党員として政党を通じて国政に参加するという利

益を無視することはできない。実際に、被告が間接的であるとはいえ民主

制を採用していることは上記２のとおりであり、単に政党内部での選挙

権及び被選挙権を行使するだけでなく、政党内部での意見表明をするこ

とで、政党内部の意思形成に参加することは、国民にとって重要な権利で

あるといえる。 

⑸ 憲法１５条は、３項で「公務員の選挙については、成年者による普通選

挙を保障する。」と定め、いわゆる選挙権を保障しているほか、１項にお

いて「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であ

る。」と定め、直接的な選挙権以外の広義の参政権を保障している。こう

した政党内部の意思形成に参加することで国政に参加する権利は、それ

自体は、憲法２１条１項が保障する政治的表現の自由のひとつであるば

かりでなく、国政に参加することで「公務員」たる国会議員を「選定」す

る憲法１５条１項の保障する権利でもあるといえる。 

 

第３ 共産党の党員たる地位は比例代表選出議員として立候補する資格の前提



11 

 

を成すこと 

１ 被告日本共産党は単なる「政治団体」ではなく「政党」であること 

⑴ 政治資金規正法上の「政治団体」の定義 

ア 政治資金規正法において、「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。 

(ｱ) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する

ことを本来の目的とする団体（同法３条１項１号） 

(ｲ) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを

本来の目的とする団体（同２号） 

(ｳ) 前２号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動とし

て組織的かつ継続的に行う団体（同３号） 

ａ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対す

ること（同号イ） 

ｂ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること

（同号ロ） 

イ 「政治団体」は、原則としてその組織の日から７日以内に、都道府県

の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出なければならない（同

法６条１項柱書）。 

⑵ 政治資金規正法上の「政党」の定義 

ア 政治資金規正法において、「政党」とは、「政治団体」のうち次のいず

れかに該当するものをいう（同法３条２項柱書）。 

(ｱ) 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を５人以上有

するもの（同１号） 

(ｲ) 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出

議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行わ

れた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直

近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議
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員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得

票総数が当該選挙における有効投票の総数の１００分の２以上であ

るもの（同２号） 

(ｳ) ただし、上記(ｱ)及び(ｲ)の規定は、他の政党（第６条第１項（同条第

５項において準用する場合を含む。）の規定により政党である旨の届

出をしたものに限る。）に所属している衆議院議員又は参議院議員が

所属している政治団体については、適用しない（同条３項）。 

イ 政治資金規正法上の「政党」に該当する場合、届出にその旨を記載し

なければならない（同法６条１項柱書）。 

⑶ 政党助成法上の「政党」の定義 

ア 政党助成法において、「政党」とは、政治資金規正法上の「政治団体」

のうち次のいずれかに該当するものをいう（同法２条１項柱書）。 

(ｱ) 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を５人以上有

するもの（同１号） 

(ｲ) 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は

参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総

選挙（以下単に「総選挙」という。）における小選挙区選出議員の選

挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議

院議員の通常選挙（以下単に「通常選挙」という。）若しくは当該通

常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員

の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票

総数が当該選挙における有効投票の総数の１００分の２以上である

もの（同２号。なお、下線部のとおり、上記⑵の政治資金規正法３条

２項２号に加えて国会議員が１名以上所属していることを要する。） 

(ｳ) ただし、上記(ｱ)及び(ｲ)の規定は、政治資金規正法第６条第１項（同

条第５項において準用する場合を含む。）の規定により政党である旨
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の届出をしたものに限る。）に所属している衆議院議員又は参議院議

員が所属している政治団体については、適用しない（同条２項）。 

イ 政党助成法上の「政党」に該当する場合、政党法人格付与法に基づく

法人格を有することを要件として、国から政党交付金が交付される（政

党助成法３条１項）。 

⑷ 公職選挙法上の「候補者届出政党」の定義 

ア 公職選挙法によれば、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙において、

次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党そ

の他の政治団体に「所属する者
．．．．．

」を候補者としようとするときは、これ

を届出なければならない（同法８６条１項。以下「候補者届出政党」と

いう。）。なお、公職選挙法上の「候補者届出政党」の要件は、政治資金

規正法の政党要件と共通する。 

(ｱ) 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員

を５人以上有すること（同１号） 

(ｲ) 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出

議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常

選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選

挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙におけ

る有効投票の総数の１００分の２以上であること（同２号） 

イ 衆議院（小選挙区選出）議員の選挙においては、政党演説会（同法１

６１条～１６４条の３）、街頭演説会（同法１６４条の５～７）、いわゆ

る選挙カーによる選挙運動（同法１４１条２項）、ビラ（同法１４２条

２項）、電子メールによる文書図画の頒布（同法１４２条の４第１項１

号）などの一定の選挙活動が公職の候補者とは別に行える。また、イン

ターネット等を利用する方法による有料広告（同法１４２条の６第４

項）や、政見放送をすることができるのは、候補者届出政党に限られる
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（同法１５０条１項柱書）。 

⑸ 公職選挙法上の「衆議院名簿届出政党」の定義 

ア 公職選挙法によれば、衆議院（比例代表選出）議員の選挙において、

同法８６条の２第１項の規定による届出をした政党その他の政治団体

（以下「衆議院名簿届出政党」という。）は、名簿登載者を衆議院議員

の比例代表選出議員の候補者とすることができる（同法４６条２項）。

当然のことながら、名簿登載者は、当該政党に「所属する者
．．．．．

」でなけれ

ばならない（同法８６条の２第１項柱書）。 

イ 衆議院名簿届出政党の要件は、次の各号のいずれかに該当する政党

その他の政治団体である（同法８６条の２第１項柱書）。なお、公職選

挙法上の「衆議院名簿届出政党」の要件のうち、(ｱ)及び(ｲ)は政治資金

規正法の政党要件と共通するが、(ｳ)のみが異なる。 

(ｱ) 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員

を５人以上有すること（同１号） 

(ｲ) 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出

議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常

選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選

挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙におけ

る有効投票の総数の１００分の２以上であること（同２号） 

(ｳ) 当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補

者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の

１０分の２以上であること（同３号） 

⑹ 公職選挙法上の「参議院名簿届出政党」の定義 

ア 公職選挙法によれば、参議院（比例代表選出）議員の選挙において、

同法８６条の３第１項の規定による届出をした政党その他の政治団体

（以下「参議院名簿届出政党」という。）は、名簿登載者を参議院議員
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の比例代表選出議員の候補者とすることができる（同法４６条３項）。

当然のことながら、名簿登載者は、当該政党に「所属する者
．．．．．

」でなけれ

ばならない（同法８６条の３第１項柱書）。 

イ 参議院名簿届出政党の要件は、次の各号のいずれかに該当する政党

その他の政治団体である（同法８６条の３第１項柱書）。なお、公職選

挙法上の「衆議院名簿届出政党」の要件のうち、(ｱ)及び(ｲ)は政治資金

規正法の政党要件と共通するが、(ｳ)のみが異なる。 

(ｱ) 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員

を５人以上有すること（同１号） 

(ｲ) 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出

議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常

選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選

挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙におけ

る有効投票の総数の１００分の２以上であること（同２号） 

(ｳ) 当該参議院議員の選挙において候補者（この項の規定による届出を

することにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。）を１０人以

上有すること（同３号） 

⑺ 小括 

以上のとおり、政治資金規正法及び政党助成法、公職選挙法は、単なる

「政治団体」と、「政党」とを明らかに区別をしている。とりわけ、公職

選挙法は、公職の候補者が一定の要件を満たした候補者届出政党に「所属
．．

する者
．．．

」であれば、候補者届出政党による独自の選挙運動を認めている。

また、衆議院（比例代表選出）議員の候補者となれるのは、一定の要件を

満たした衆議院名簿届出政党に「所属する者
．．．．．

」に限られ、参議院（比例代

表選出）議員の選挙の候補者になれるのも、一定の要件を満たした参議院

名簿届出政党に「所属する者
．．．．．

」に限られているのである。 
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２ 原告は被告の参議院名簿に記載されたことがあること 

⑴ 被告日本共産党が、政治資金規正法、政党助成法、公職選挙法のいずれ

の政党要件を満たしていることは、公知の事実である。実際に、過去に行

われた衆議院議員選挙及び参議院議員選挙においては、候補者届出政党、

衆議院名簿届出政党、参議院名簿届出政党となっている。 

⑵ 原告は、２００１（平成１３）年７月２９日投票の第１９回参議院議員

選挙において、被告の届け出た参議院名簿に記載されたことがある（甲２

１）。 

⑶ また、原告は、２００４（平成１６）年７月１１日投票の第２０回参議

院議員選挙において、最終的には名簿に記載されなかったものの、当初は

参議院名簿に登載される候補となっていた（甲２２）。 

⑷ 当然のことながら、仮に原告が党員でなければ、被告の比例代表名簿に

記載されることはない。 

 

第３ 党員たる地位には確認の利益があること 

１ 除名処分は当事者間の具体的な権利義務関係を変動させること 

⑴ 以上のように、党員たる地位をはく奪する除名処分は、いずれも原告と

被告との間の具体的な権利義務である党費支払い義務（上記第１．１）、

被告内における選挙権及び被選挙権（上記第１．２）、被告の施設利用権

（上記第１．３）、政党内部の意思形成に参加することで国政に参加する

権利（上記第１．４）をはく奪するものである。 

⑵ また、被告は、公職選挙法において、衆議院名簿届出政党及び参議院名

簿届出政党であり、衆議院（比例代表選出）議員の選挙及び参議院（比例

代表選出）議員の選挙における候補者を擁立している。この候補者となる

ためには、被告に「所属する者
．．．．．

」でなければならない。三井美唄炭鉱最大

判は、「公職選挙における立候補の自由は、憲法１５条１項の趣旨に照ら
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し、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利である」ことを

認めている（訴状２６～２７頁）。そのため、党員たる地位をはく奪する

除名処分は、公職選挙法上の「所属する者
．．．．．

」たる地位（同法８６条１項柱

書、同８６条の２第１項柱書、同８６条の３第１項柱書）をはく奪するば

かりでなく、憲法１５条１項の保障する立候補の自由を制約するもので

あることに疑いはない（上記第２参照）。 

⑶ したがって、党員たる地位は、上記⑴及び⑵の具体的な権利義務関係を

変動させるものであるから、その存否は、「司法権の固有の内容」である

「法律上の争訟」の要件①「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係

の存否に関する紛争」に該当する。 

２ 伝統芸能の名取の地位ですら地位の確認請求が認められていること 

⑴ 団体内部の紛争に関する重要判例としては、花柳流花柳会訴訟がある

（第一審は甲２３、控訴審は甲１３、上告審は甲１４、判例解説は甲２４

である。）。この事件は、日本舞踊の最大流派である花柳流の専門部名取と

して活動していたＸ（原告・被控訴人）が、花柳流の当時の家元Ｙ１（被

告・控訴人）により、名取から除名する旨の処分を受けたことから、Ｙ１

に対して名取の地位にあることの確認を、花柳流の家元及び名取で構成

される団体Ｙ２に対して会員の地位にあることの確認等を求めて提訴し

たというものである。 

⑵ 控訴審である東京高裁は、名取の地位確認請求について、「花柳流の名

取の地位を基礎とする権利利益は、著作権が取得されている花柳流の舞

踊の振り付けを上演するための権利の基盤であり、日本舞踊家としての

職業活動及び事業活動の基盤であることに加え、控訴人Ｙ２会の総会に

おける議決権を伴う会員資格の基盤でもあることからすれば，花柳流の

名取がその地位に基づいて享受する権利利益は、単なる事実上の利益に

とどまらず，法的利益と評価されるべきものであって，除名処分を受けた
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花柳流の名取による名取の地位の確認請求は，一般市民法秩序と直接の

関係を有しない内部的な問題にとどまるものとはいえず，一般市民法秩

序と直接の関係を有するものというべきであることは，原審の説示する

とおりである」と判示した。上告審である最高裁も、原審の結論を維持し

ている。 

⑶ 同判決は、「著作権が取得されている花柳流の舞踊の振り付けを上演す

るための権利」や「控訴人Ｙ２会の総会における議決権」といった個々の

権利が法的利益であることを前提としつつも、花柳流の名取という法的

地位がこれらの「基盤」となることを理由に、司法審査の対象としている。

すなわち、花柳流の名取という法的地位は、一見すると団体内部の地位の

ようにも思えるが、その内実を子細に検討し、「著作権が取得されている

花柳流の舞踊の振り付けを上演するための権利」や「控訴人Ｙ２会の総会

における議決権」等の個々の法的権利の「束」ないし「集合体」ともいう

べきものであることに着目し、これを「法的利益」として判断している。 

３ 党員たる地位も法的権利の「基盤」であること 

⑴ 上記１のとおり、原告と被告との間の具体的な法的利益としては、党費

支払い義務（上記第１．１）、被告内における選挙権及び被選挙権（上記

第１．２）、被告の施設利用権（上記第１．３）がある。党費支払い義務

は具体的な金銭債務であり、被告内における選挙権及び被選挙権は、花柳

流訴訟判決の「Ｙ２会の総会における議決権」と同様の具体的な法的権利

であり、被告の施設利用権も同様である。 

⑵ また、公職選挙法が「衆議院名簿届出政党」ないし「参議院名簿届出政

党」の立候補者について、「衆議院名簿届出政党」ないし「参議院名簿届

出政党」に生殺与奪の権利を与えているところ、「比例代表選出議員とし

て立候補する資格というのに至っては、党組織が認めない以上立候補で

きない」ことは被告も認めるとおりである（被告準備書面（１）１０頁）。
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このように「衆議院名簿届出政党」ないし「参議院名簿届出政党」の要件

に該当し、かつ、これまでも「衆議院名簿届出政党」ないし「参議院名簿

届出政党」であった被告の党員たる地位の中には、衆議院（比例代表選出）

議員及び参議院（比例代表選出）議員の選挙に立候補する権利が含まれる。

この権利は、憲法１５条１項の保障する立候補の自由の一内容であり、か

つ、公職選挙法により具体化されている法的利益である。 

⑶ これらの権利が法的利益である以上、原告は、被告に対し、党費支払い

義務の確認訴訟、被告内における個々の選挙権及び被選挙権の確認訴訟、

被告の施設利用権の確認訴訟、衆議院（比例代表選出）議員及び参議院（比

例代表選出）議員の選挙に立候補する権利の確認訴訟といった個別の訴

訟を提起することができることはいうまでもない。とりわけ、単なる金銭

債務の確認である党費支払い義務の確認訴訟が法律上の争訟ではないと

いう主張は、非現実的であろう。 

⑷ これまでの最高裁は、確認の利益の有無については「紛争解決機能」を

重視して判断している。たとえば、最３小判昭和４７年２月１５日民集２

６巻１号３０頁（甲２５）は、いわゆる遺言無効確認の訴えについて、次

のように述べる。 

「請求の趣旨を、あえて遺言から生ずべき現在の個別的法律関係に還

元して表現するまでもなく、いかなる権利関係につき審理判断するか

について明確さを欠くことはなく、また、判決において、端的に、当事

者間の紛争の直接的な対象である基本的法律行為たる遺言の無効の当

否を判示することによつて、確認訴訟のもつ紛争解決機能が果たされ

ることが明らかだからである。」 

⑸ これを本件についてみると、上記⑶のように、あえて党員たる地位から

生ずべき個別的法律関係に還元するのではなく、その「基盤」となる党員

たる地位の存否を判断することによってこそ、「確認訴訟のもつ紛争解決
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機能」を果たし得る。また、党員たる地位の存否につき審理判断すること

は明確であり、判決においても、端的に、党員たる地位の存否を判断すれ

ば足りるのである。 

⑹ このように、党員たる地位の確認訴訟は、「法律上の争訟」の要件①「当

事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争」に該当

する。また、党員たる地位は、被告の規約（甲３）の処分要件該当性を審

理することによってその存否の判断ができるから、「法律上の争訟」の要

件②の「それが法令の適用により終局的に解決することができる」ことも

明らかである（原告第１準備書面２２頁）。したがって、党員たる地位の

確認訴訟は、「法律上の争訟」に該当する。 

４ 憲法２３条が保障する「大学の自治」があるにもかかわらず鈴鹿国際大訴

訟最判は戒告処分を司法審査の対象としている 

⑴ 被告は、憲法２１条１項が保障する結社の自由を根拠として、未だに

「部分社会」論を主張している。しかし、かつて、富山大学単位不認定訴

訟最判（最３小判昭和５２年３月１５日民集３１巻２号２８０頁）が部分

社会の法理を適用しており、憲法２３条により大学の自治が保障されて

いる大学ですら、近似の最高裁は、部分社会の法理を適用していない。 

⑵ たとえば、鈴鹿国際大学訴訟最判（最２小判平成１９年７月１３日判タ

１２５１号１３３頁。甲２７）は、学校法人が、その設置、運営する大学

に勤務する教授に対し、同教授の地元新聞紙上における発言等を理由と

して戒告処分をした場合において、上記発言が新聞紙上に掲載されても

上記学校法人の社会的評価の低下毀損を生じさせるとは認め難いなど判

示の事情の下では、上記戒告処分は懲戒権を濫用するものとして無効で

あると判断している。戒告処分は、解雇等と異なり、部分社会の法理によ

れば、一般市民法秩序との関わり合いがないと判断される余地があるに

もかかわらず、司法審査の対象としていることは、注目に値する。上記事
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件は戒告処分にとどまっているのに対し、本件の原告の場合には除名処

分がなされているところ、戒告を受けない地位が法律上の地位なのであ

れば、党員たる地位が法律上の地位であることは明白である。 

⑶ また、上記鈴鹿国際大学訴訟最判は、学校法人が、その設置、運営する

大学に勤務する教授に対し、教授会の決議を受けて、教授会への出席その

他の教育諸活動をやめるよう求める要請をしたことが、業務命令に当た

るか否かについて、上記学校法人の規程を解釈したうえで、業務命令権の

行使が教授会等の機関に専権的に委任されているとは認められないなど

判示の事情の下では、上記要請は上記学校法人が使用者としての立場か

ら上記教授に発した業務命令に当たるとして、その無効確認を求める訴

えは適法であると判断している。たとえ、大学の定めた規程（この事件で

は学則であった。）であるとしても、裁判所は、司法権の行使として、当

該解釈をすることができるのは当然である。本件においても、裁判所は、

党規約の意味内容を解釈しなければならず、これを拒否することはでき

ない。 

⑷ さらに、同最判は、戒告処分の適法性の判断において、通常の法解釈と

同様の実体的判定基準と審査基準を採用しており、大学の自治を理由と

して、緩やかな審査基準を採用するという手法は採用していない。 

⑸ したがって、たとえ、被告が憲法２１条１項の結社の自由の保障を受け

るとしても、そのことを理由に司法審査の拒絶が許されたり、その審査基

準を緩やかにすることはできない。 

以 上 


